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平成２４年（行ウ）第１５号東海第二原子力発電所運転差止等請求事件	 

原告	 	 大石光伸	 外２６５名	 

被告	 	 国	 	 	 	 外１名	 

準備書面（３２）	 

 
日本原電による津波想定の問題点について 

	 

２０１６年（平成２８年）４月２１日	 

（次回期日４月２１日）	 

水戸地方裁判所	 民事第２部	 御中	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 原告ら訴訟代理人	 

弁護士	 河	 合	 	 弘	 之	 

外	 

	 

原告は、原子力規制委員会が定めた「津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」

（以下「津波審査ガイド」と言う。）に従って東海第二原発に襲来する津波を想定し

た場合、日本原電の現在の想定を大きく上回ることは確実であり、東海第二原発の

安全は到底確保できないと主張した（２０１３年１０月１７日付原告準備書面）。一

方、日本原電は、規制委員会に対し、その津波想定を平成２８年１月２２日の審査

会合において提示した。しかし、この日本原電の津波想定は、津波審査ガイドの規

定に反するものとなっている。 
 
	 念のため、津波審査ガイドに関する原告の主張を、再度さらに敷衍しつつ見れば、

次のとおりである。 
 
第１	 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 
	 １	 津波審査ガイドの制定 

原子力規制委員会は、平成２５年６月１９日、原子力規制委員会設置法の一

部の施行に伴う関係法令等を同年７月８日から施行することを決定し、さらに

同内容が同年６月２１日閣議決定され、規制基準等が同年７月８日から施行さ
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れることになった。 
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号第５条（津波による損傷防止）は

「設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない」と規定し、この規定に関し、規

制委員会の内規として、「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」を

制定し、これにより規則第５条の要件を満たすか否かの審査を行うものとして

いる。そして「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」のうち、東海

第二原発にとって、極めて大きな影響を及ぼす規定が存在することが明白にな

っているから、到底東海第二原発を運転することはできないと考えられる。 
 
２	 規定の具体的内容―津波波源の規模― 
	 	 	 津波審査ガイドは、プレート間地震に起因する津波波源について次のように

規定する。 
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	 	 	 その上で、その解説で次のように記載する。 

	 	  
	 	 	 これを具体的に示した図が次図である。 
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この津波審査ガイドは、千島海溝～日本海溝までを１つの領域として考え、

既往津波の発生事例に捉われることなく、この領域を津波波源とするよう求め

ている。その時に発生する津波の規模は参考値だとはしながら、最大 Mw9.6
としている。ちなみに「参考値」とされるのは、あくまでも「Mw9.6」という
値でしかなく、上記の領域を対象とせよという津波審査ガイドの趣旨には変わ

りがない。 
東北地方太平洋沖地震・津波の波源域は、岩手県沖から茨城県沖までであり、

Mw9.0でしかない。それより極めて広い津波波源と大きな規模の津波とを想定
すべきだと原子力規制委員会は示したのである。ちなみに、モーメントマグニ

チュードMwが 0.2増えるごとに地震のエネルギーは 2倍となるから、Mw0.6
の差は、地震のエネルギーでは 8倍の差となる。 
したがって、今回の東北地方太平洋沖地震・津波は、この領域の解放される

可能性のあるエネルギーの 8分の 1だけが解放されたにすぎず、8分の 7のエ
ネルギーは、まだ解放されずに残っていると考えなければならない。すなわち、

今回の東北地方太平洋沖地震・津波が発生したとしても、なお極めて大きなエ

ネルギーが残っていて、今後、この領域で地震・津波が発生するおそれは存在

する。しかしさらに規制委員会は、「既往津波の発生事例に捉われることなく」

として、そもそも東北地方太平洋沖地震・津波が発生したことに捉われること

なく、この領域全域での津波発生を想定すべきとしているのである。 
少なくとも、この広い領域で地震・津波が発生するなら、その地震・津波の
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規模は極めて大きくなることは明らかである。そのときの規模Mwが 9.6とな
るかどうかは参考値とされているので、Mw自体は確実ではないとしても、発
生しうる津波が極めて大きな規模となることは確実である。 

 
３	 スケーリング則 
	 	 	 本津波審査ガイドは、前記のとおり、「津波波源の総面積に対し、地震の規模

に関するスケーリング則に基いてモーメントマグニチュード及び平均すべり

量を設定する」ことを求めている。 
	 	 	 スケーリング則とは、地震や津波の震源（波源）の面積が大きくなれば、そ

れに応じて地震規模やすべり量など各種のパラメータが大きくなる関係とな

ることを示すものである。すなわち、このスケーリング則によれば、津波波源

が大きくなればMwも大きくなり、Mwが大きくなれば、すべり量も大きくな
る。 

 
４	 スケーリング則の具体的適用（平均すべり量をスケーリング則により導く） 
	 	 	 プレート境界地震におけるMoと平均すべり量にかかるスケーリング則を示
す図は、「内陸地殻内の長大断層による巨大地震とプレート間地震の巨大地震

を対象とした震源パラメータのスケーリング則の比較検討業務」成果報告書ｐ

55（平成 24年 1月	 構造計画研究所）記載の下図のとおりである。なお、平
均すべり量とMoの目盛は対数目盛である。 
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	 	 	 このスケーリング則によれば、Mw（図の上部の横軸目盛り）が大きくなれ
ばMoも（図の下部の横軸目盛り）大きくなり、MwやMoが大きくなった分、
平均すべり量（図の左側の縦軸目盛り）も大きくなるということになる。Mw
やMoと平均すべり量との関係式は、上図の線で示されており、巨大地震での
関係式は、ピンクの線で示されている。 
そうすると、このピンクの線の延長上で、Mw9.6のときのすべり量を見ると、
次図のとおり、約 20ｍのすべり量となる。また、東北地方太平洋沖地震のデー
タを起点として、同じ傾きでMw9.6のすべり量を見れば、約 30mとなる。 

 
 
すべり量が大きくなれば、プレートの沈み込みの角度に応じて、上盤のプレ

ートがどれだけ盛り上がるかが決まる。したがって、すべり量が 2倍となれば、
海底面の隆起量も 2倍となり、それに応じて海面の上昇量が全体に 2倍となる。
したがって、平均すべり量が 10m ほどの東北地方太平洋沖地震・津波と比較

すれば、それより平均すべり量は、2倍ないし 3倍程度となり、津波高も平均
して 2倍ないし 3倍となる。 

 
５	 スケーリング則における誤差（ばらつき）の考慮 
	 	 Mw9.6の津波が発生するとした場合に、それだけで東北地方太平洋沖地震・
津波の津波高の 2倍から 3倍の津波となる。 
	 	 しかし、さらに問題は、この津波高は、スケーリング則での平均的な値（平

均像）でしかないことである。上記の図で明らかなように、スケーリング則の
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もととなったデータ自体には、大きなばらつきが存在する。もとより自然現象

である地震・津波であるから、ばらつきは必然的に存在する。そうすると、ス

ケーリング則の適用においては、そのばらつきの程度を考慮し、危険な原発で

あることからして、はらつきの中の少なくとも最大限の値を取ることが必要で

ある。平均的な値やそれを若干増やした程度の値で耐津波設計をしたなら、そ

れを超える津波が発生するおそれを排除できない。 
 
第２	 日本原電の現在の津波想定 
	 １	 日本原電の津波想定 
	 	 	 日本原電は、平成２８年２月２１日、「東海第二発電所	 津波評価について」

（甲Ｄ３５）において、プレート間地震に起因する津波について、次のとおり

の波源想定をしている。 
 

 
 

この想定は、津波審査ガイドとは全く無縁に定めたものである。東北地方太

平洋型の津波波源は、まさしく「既往津波である東北地方太平洋沖地震・津波」
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に捉われた想定そのものでしかなく、茨城県沖の津波波源を含めて、津波審査

ガイドが規定する波源に比べて、あまりも過小な想定でしかない。日本原電の

想定が、この点において、津波審査ガイドに違反していることが明らかである。 
 
	 ２	 求釈明事項 
	 	 	 上記日本原電の波源モデルは、津波審査ガイドの規定と食い違うか。波源モ

デルが審査ガイドに違反していないとするなら、その理由は何か。 
 
	 ３	 スケーリング則 

前記のとおり、津波高を決めるもっとも大きな要素は、すべり量である。日

本原電も、スケーリング則によって、すべり量を導いている。 
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	 日本原電は、「地震の規模に関するスケーリング則と地震モーメントの定義	 

式から算定」としており、このスケーリング則の適用において、データのばら

つきを考慮したとは明示していない。スケーリング則は平均像を求めるもので

しかないから、平均像を超えるすべり量となるときには、想定を上回る津波高

となってしまう。この点を考慮しない想定では、想定できる最大限の津波から

すれば過小な評価とならざるをえない。 
 
	 ４	 求釈明事項 
	 	 	 日本原電は、スケーリング則の適用において、そのもととなったデータのば

らつきについて考慮しているのか。考慮しているとすればどの程度考慮してい

るのか。仮に「ばらつき」を考慮していたとした場合、日本原電の行っている、

ばらつきの程度の考慮で十分とする根拠は何か。また、仮にこのばらつきを考

慮していないなら、考慮しなくて良いとする根拠は何か。 
 
第３	 津波審査ガイドの規定（科学的想像力） 
	 	 	 津波審査ガイドは、基準津波の策定について、特に次のとおりの方針を定め

る。 
 

 
 
	 	 上記の津波審査ガイドの規定からすれば、日本原電も「基準津波の策定に当た

っては、最新の知見に基づき、科学的想像力を発揮し、十分な不確かさを考慮し

ている」必要がある。 
	 	 そこで、以下の点について釈明を求める。 
	 	 日本原電は「科学的想像力を発揮した」上での不確かさの考慮をしたのか。 
	 	 基準津波の想定にあたって考慮した「不確かさの考慮」はどのようなものか。

その「不確かさの考慮」が十分な不確かさの考慮だとするなら、その理由は何か。

また科学的想像力を発揮した上での「不確かさの考慮」をしたとすれば、どのよ
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うな「科学的想像力を発揮」したのか。その結果として、どのような不確かさの

考慮をしたのか。 
以上 


